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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ナイジェリア連邦共和国と締結した討議議事録（R/D）に基づき、

2011年7月より技術協力「コメ収穫後処理・マーケティング能力強化プロジェクト」を約4年間の

計画で実施しています。 

今般、本プロジェクト開始から1年半を過ぎたことから、これまでの進捗の確認及び関係者との

協議等を行うため、2013年2月18日から3月3日の間、当機構時田 邦浩を団長とする運営指導調査

団を現地に派遣しました。 

本報告書は、同調査団によるナイジェリア連邦共和国政府関係者との協議及び進捗確認結果等

を取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを

願うものです。 

最後に、本調査にご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心からの感謝の意を表します。 

 

平成25年5月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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第１章 運営指導調査の概要 
 

１－１ 背景・目的 

（1）協力の背景 

ナイジェリア連邦共和国（以下、「ナイジェリア」と記す）では、近年の人口増に加え、都

市化に伴う食生活の変化、つまりコメ食の増加により、コメの需要が大きく伸びているが、

消費に対する国内供給量は十分ではなく、具体的には年間消費量約500万tに対し国内生産量は

300万t前後にとどまっている。さらに、今後とも年間150万～200万tのコメを輸入し続ける必

要があるという推計も報告されており、世界的な穀物価格高騰が引き起こされた経験から食

料安全保障を図るため、コメの自給率向上を政策の重要課題に位置づけている。 

ナイジェリアはコメ生産量がアフリカで最も多い国であるが、稲作農家、コメ加工業者と

もに収穫後処理に関する認識や技術が不十分であり、高い砕米率や、石などの夾雑物の混入

など、国産米の品質は概して低い。このため、市場における国産米の価格は安く、コメ生産

拡大への意欲を低下させているとともに、生産農家や加工業者の所得向上の妨げになってい

る。言い換えるならば、収穫後の処理技術を改善し、国産米の品質を向上させ、その結果コ

メの販売価格が上昇することで、稲作農家や加工業者など、農村部住民の所得向上を図り、

これにより農家の増産意欲を高めることでコメの自給率向上を図ることができるともいえる。 

こうしたことから、ナイジェリア政府は収穫後処理を国産米増産の最大のボトルネックと

捉えており、州農業開発局（Agricultural Development Programme：ADP）関係者、稲作農家、

コメ加工業者等といったコメ生産にかかわる関係者の人材育成を推進するため、「コメ収穫後

処理・マーケティング能力強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）の実施を

わが国に要請した。 

これを受け、JICAは2010年8月及び10月に本プロジェクトに係る詳細計画策定調査を実施し、

2011年3月ナイジェリア国農業農村開発省及び国家食糧保全庁（National Food Reserve 

Agency：NFRA）との間で協議議事録（Record of Discussions：R/D）を、NFRAとの間で付属

議事録（M/M）を交わし、プロジェクトの実施を決定した。 

 

（2）調査の背景・目的 

今回調査は、当初、中間レビュー調査として実施することを決定していた。このタイミン

グで同レビューを行う理由としては、プロジェクト活動の対象地域が、ナサラワ州主体から

ナイジャ州主体へ移行するタイミングを控えていることが主たるものであり、以下の点を目

的として実施する予定であった。 

    

1）プロジェクトの開始から現時点までの実績と計画達成度を、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（Project Design Matrix：PDM）、活動計画（Plan of Operations：PO）等に基づ

き把握し、投入、活動、達成度を確認する。 

2）評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び持続性）の観点から日本側・ナイ

ジェリア側双方で総合的に評価する。 

3）プロジェクト期間後半の実施を成功させるための課題や問題点を明確にし、今後の活動

の方向性について関係者間で協議し、必要に応じて改善策の提案、PDM及びPOの改訂を行
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う。 

4）以上のレビュー結果についてナイジェリア側との合意事項としてミニッツ（合同評価レ

ポート）に取りまとめる。 

    

2月18日に評価分析団員が現地に先乗りして調査が開始された。ところが、2月22日になり、

現地の治安状況から、当時ナサラワ州に滞在中の評価団員及びプロジェクト専門家が急きょ

首都アブジャに移動、当面首都以外での活動を見合わせることとなった。このため、当初予

定していた中間レビューとしての業務を十分実施することが困難と判断され、調査の目的を、

1）可能な範囲での進捗・実績の確認、2）対象地域における治安情報に関する情報収集、3）

今後の協力の展開に関する関係者との意見交換、に変更のうえ、調査の位置づけも運営指導

調査（合同モニタリング調査）に変更し、日程を短縮して調査を行うこととした。 

 

１－２ 日程 

 

  総括 計画管理 評価分析 宿泊先 

2/18 月   Abuja Arr. 1640（LH562） アブジャ 

2/19 火   農業省表敬・プロジェクト打合せ アブジャ 

2/20 水   
ナサラワ州へ移動 

関係者インタビュー 

ラフィア 

2/21 木   関係者インタビュー ラフィア 

2/22 金   アブジャへ移動 アブジャ 

2/23 土   資料整理 アブジャ 

2/24 日   資料整理 アブジャ 

2/25 月  
Abuja Arr. 1640

（LH562） 

農業省・プロジェクトインタビュ

ー 
アブジャ 

2/26 火  進捗レビューワークショップ（プロジェクト） アブジャ 

2/27 水 

Abuja Arr.1230

（ET911） 
AM 打合せ AM 資料取りまとめ 

アブジャ 

16:00 JICA事務所表敬・コンサルタント報告 

2/28 木 
AM JICA事務所打合せ 

PM プロジェクト打合せ、農業省打合せ 

アブジャ 

3/1 金 
9：00 大使館報告 

10：00 事務所報告、関係者打合せ 

アブジャ 

3/2 土 
Abuja Dep. 1350-Addis Ababa Arr. 

2025（ET910） 
Abuja Dep. 2305（LH563）  
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１－３ 団員 

 

日本側団員 

担当分野 氏 名 所  属 

総括 時田 邦浩 JICA 国際協力専門員 

評価分析 細野 良子 株式会社コーエイ総合研究所 

計画管理 松本 賢一 JICA 農村開発部 乾燥畑作地帯課 職員 

 

ナイジェリア側団員 

担当分野 氏 名 所  属 

総括 
Mr. Ohiare Badams 

Jatto 

Acting Director, Agro-Processing and Marketing Department, 

Federal Ministry of Agriculture and Rural Development 

団員 
Mr. John Mundi 

Dadet 

Assistant-Director, Agro-Processing and Marketing Department, 

Federal Ministry of Agriculture and Rural Development 

団員 Mr. Godwin Igoji 

Chief Agricultural Superintendent, Agro-Processing and 

Marketing Department, Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

団員 

Engr. Nadungu 

Gagare 

 

Chief Agricultural Engineer, Agro-Processing and Marketing 

Department, Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

団員 
Mr. Alhaji Shaibu 

 

Chief Agricultural Superintendent, Agro-Processing and 

Marketing Department, Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

 

１－４ 評価方法 

当初で想定していた「中間レビュー調査」としての評価調査方法を以下に示す。ただし、既述

のとおり、調査の途中段階で、調査の位置づけを運営指導調査に変更したため、下記の調査につ

いては、途中段階で中断せざるを得なかった。 

 

＜調査方法＞ 

項目 手順 

事前準備 

評価グリッド及び現地調査

計画の作成 

プロジェクト作成の事前資料に基づき、評価グリッド・質問表を

作成し、調査項目・情報収集方法を決定する。 

活動・投入実績のとりまと

め・活動進捗状況の把握 

プロジェクト作成の事前資料に基づき、PDMに沿って成果ごとに

活動・投入実績を取りまとめ、成果の達成状況・活動の進捗状況

を整理する。 

現地調査 

活動実績・成果の確認（関係

者へのインタビュー、サイト

視察調査など） 

事前に収集・分析された情報に加え、関係者インタビュー、質問

表回収、現場視察を通して活動実績と達成状況を確認する。 
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合同評価報告書の作成 

事前資料及び現地で確認された実績・成果を取りまとめ、評価５

項目による評価を実施する。また、成果達成の促進要因、阻害要

因を分析し、提言とともに合同評価報告書（英）にまとめる。 

合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：

JCC）での報告 

評価団から合同調整委員会に対して作成した報告書の内容を報告

する。合同調整委員会からのコメントに応じた報告書の修正はせ

ずに、コメントがあった場合は合同調整委員会の議事録として記

録し、同議事録についてミニッツ上で署名する。 

ミニッツ署名 
合同調整委員会（JCC）にて協議された事項について、合同評価レ

ポートを添付する形でミニッツの署名を行う。 

帰国後 

帰国報告会の開催 現地調査結果を関係者に報告する。 

調査報告書の作成 調査報告書（日）を作成する。 
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第２章 プロジェクト概要 
 

２－１ 背景 

前述（第1章 1-1 背景・目的の（1）協力の背景）を参照。 

 

２－２ 枠組み 

本プロジェクトは、以下の枠組みにより実施されている。 

（1）プロジェクト目標： 

プロジェクト対象地区において、流通する国産米の品質が向上し、収穫後損失率が低下す

る。 

（2）成果： 

成果1：高品質国産米の流通を促進するための方策が特定される。 

成果2：国産米の品質基準が改善される。 

成果3：ADP職員のマーケティング、収穫後処理技術に係る研修実施能力が強化される。 

成果4：小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家の収穫後処理、経営能力が強

化される。 

成果5：ターゲット州以外のADP職員に対し、マーケティング、収穫後処理技術、経営に係

る研修が開始される。 

（3）実施期間：2011年7月～2015年7月（4年間） 

（4）実施機関：農業農村開発省、国家食糧保全庁（NFRA)（注） 

（5）対象地域：ナサラワ州ラフィア、ナイジャ州ビダ 

 

注：国家食料保全庁は、協力開始後政府内の組織改編期より、連邦農業農村開発省農産加工マー

ケティング局（Agro-Processing and Marketing Department：APM）に変更となった。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

（1）日本側投入 

以下に、日本側の投入として、専門家派遣、本邦研修、機材供与、ローカルコスト等の実

績について記述する。 

    

1）専門家：8名（チーフアドバイザー、副総括/収穫後処理技術、コメマーケティング、農民

組織/研修/農村金融、農村金融、業務調整/研修補助（2名））、累計現地45.50人/月（MM）、

国内1.40MM。 

2）本邦研修：累計3名。このほか、プロジェクトの予算外で「ウガンダ共和国コメ振興プロ

ジェクト」の専門技術員及び普及員の研修に30名派遣。 

3）機材供与：プロジェクト活動に必要な機材（収穫後処理機材、品質試験機材等、包装機、

刈り取り機、事務機器：エアコン、コピー機、パソコン、プロジェクター、発電機など）

累計1,153万1,000NGN。（付属資料2. 合同モニタリングレポート（英文）Annex 4参照） 

4）ローカルコスト：29,865,085円（業務実施契約内一般業務費実績、付属資料2. 合同モニタ

リングレポート（英文）Annex 6参照） 

 

（2）ナイジェリア側投入 

以下に、ナイジェリア側の投入として、人員配置、土地・施設の提供等の実績について記

述する。 

1）カウンターパート（Counterpart：C/P）配置（APM：プロジェクト・ダイレクター、プロ

ジェクト・マネージャー、その他収穫後処理、コメバリューチェーン及びマーケティング

等、州レベル：プログラム・マネージャー、計画、収穫後処理技術、コメバリューチェー

ン及びマーケティング、農民組織等）（付属資料2. 合同モニタリングレポート（英文）Annex 

7） 

2）APM、ナサラワ州におけるプロジェクトオフィス、研修会場、機材置き場の提供。 

3）ローカルコスト負担（付属資料2. 合同モニタリングレポート（英文）Annex 8参照） 

① APM：機材輸入に係る関税、C/Pの旅費等、累計11,698,074NGN 

② NADP：インキュベーションセンター建設に係る用地整序、建屋建設費用、研修参加費、

C/Pの旅費等、累計88,590,874NGN 

 

３－２ 成果の達成状況 

プロジェクトの実施過程では、詳細計画調査段階で作成されたPDM（ver.0）について、プロジ

ェクト開始後にJCCで協議を行いPDM（ver.1）を承認している。したがって、本調査ではPDM（ver.1）

に基づくモニタリングを行った。ただし、PDMアウトプット指標の達成度については、PDM（ver1）

に記載された指標の数値目標が決まっていなかったことから、投入の結果もたらされた変化の度

合いについての調査結果を記す。また、本調査時点までの活動は、当初計画より主にナサラワ州

におけるものであったため、主にナサラワ州での実績を計測した。 
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成果1 高品質国産米の流通を促進するための方策が特定される。 

指標1-1 高品質国産米流通のための課題と方策を示した報告書が作成される。 

指標1-2 導入する研修用の機材の仕様書が作成される。 

 

（1）指標1-1に関する活動と達成度 

ナサラワ州及びナイジャ州の社会経済状況調査、米流通調査、市場調査が実施された（作

成された調査報告書は付属資料2. 合同モニタリングレポート（英文）Annex 9参照）。こうし

た調査結果も踏まえて、「ナイジェリアにおける精白米の品質における課題、原因、解決策」

を作成した。文書は2012年2月に実施されたAPMとナサラワ、ナイジャ両州のADP側関係者及

び裨益者を含むステークホルダーに対して、各州3回のワークショップを実施して報告された。

また、農村金融に関する調査を行い、報告書を作成した。各種調査の結果、コメの品質と価

格を決める要素として、①石、または不純物の混入、②精白米の色の明度、③砕米率の3点が

重要であるとの結論を得た。1 

 

（2）指標1-2に関する活動と達成度 

専門家によるヒアリング等の調査結果を基に、包装について改善（少量に小分けにした包

装、良好なデザイン）を考案し、試作品を作成した2。また、プロジェクト活動の主要パート

ナーであるラフィア精米協会に紹介し、成果2の活動となっている等級と併せて提案する計画

である3。 

また、パーボイル加工用機材と作業工程の適正化に向けて、ナサラワ州農業開発プログラ

ム（Nasarawa State Agricultural Development Programme：NADP）とラフィア精米協会、アサキ

オ精米協会、ビダのパーボイル加工業者等受益者の協力により、ラフィア精米協会型ドラム、

箱型ドラム、一般的なドラムについて実験を繰り返した。このような実験を通じて、適切な

パーボイル加工によって、上記品質、価格の決定要素である色の明度と砕米率、歩留まり等

で大きな改善が見られることを証明しただけでなく、パーボイル加工業者の利用可能な資機

材の開発も行った。 

こうした活動の結果、下記の4つの技術パッケージを考案した。 

 

                                                        
1 コメの品質にかかわる課題及びプロジェクトにおいて扱う技術課題の絞り込みの過程については、“Marketing Survey for Creating 

Rice Grading Standards Rice Post-Harvest Processing and Marketing Pilot Project in Nasarawa and Niger States（RIPMAPP）：Report of 

Consumer and Retailer Survey in Nigeria”（March, 2012）、“Problem, causes, and possible solutions” “Rice Distribution System in Kano, Kaduna, 

Niger, Nasarawa, Benue and Ebonyi States in Nigeria”（April 2011）、プロジェクト活動報告（2011年9月～2011年12月）、受益者とのワー

クショップの記録（プロジェクト活動報告（2012年2月）（2012年3月））、専門家に対するヒアリング結果を参照した。この3点の他、

赤米の混入も価格決定要因であるとの結論を得ているが、除去は精米・パーボイル加工段階では解決出来ない問題であることから、

対応する課題から除いた（プロジェクト活動報告（2012年3月）） 
2 包装については、現在デザインの試作を作成し、2013年2月開催のワークショップにてカウンターパートと共有している。 
3 既に包装の重要性と併せて、マーケティング・ビジネスマネジメントの研修にて紹介を始めている。 
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表３－１ 4つの技術パッケージ 

パッケージ 技術パッケージの内容 

1 石抜き機、改良されたパーボイル加工用機材 

2 パッケージ1と小型摩擦タイプ精米機 

3 パッケージ1とワンパス型精米機 

4 パッケージ1と小規模精米プラント 
出典：専門家の説明による 

 

これに加えて、精米機の改善等、引き続き取り組んでいる技術課題もある。 

上記のような改善活動は、現地の状況に応じて実施する必要があり、ビダにおいての活動

では、ナサラワ州での成果の一部利用は可能であるが、同様の活動が必要となることも想定

される。 

併せて、ナサラワ州において、研修を行うためのパーボイル加工、精米等の機材を一式揃

えたインキュベーション・プラントについて必要な機材の特定、調達に向けて必要な技術的

詳細について検討した。 

 

成果2 国産米の品質基準が改善される。 

指標2-1 プロジェクトで作成したパーボイル精米品質基準がJCCで承認される。 

市場調査の結果を踏まえ、パーボイル精米の価格決定要因として、色の明度と砕米率を基準

にした3段階の品質基準案を作成した。現在試行第2版を作成し、今後実際の市場取引において

活用が可能となるように、市場トレンドや計測のスケール等について調整していくと共に、市

場への導入方法についての検討を行う予定である。 

 

成果3 ADP職員のマーケティング、収穫後処理に係る研修実施能力が強化される。 

指標3-1 ADPスタッフの能力向上評価の結果がXレベルとなる。 

本成果の活動の実施状況は下記のとおりである。 

    

（1）ADPスタッフ研修準備 

本活動はAPMのC/Pと共同で進めた。研修に先立ち、APM及びNADP、ナイジャ州農業機械

化当局（Niger State Agricultural Mechanization Development Authority：NAMDA）とのワークシ

ョップを実施し、職業教育カリキュラム開発手法（Curriculum Development Based on Vocational 

Ability Structure：CUDBUS）を利用したワークショップにより、能力強化に向けた重要分野の

特定を行った。また、“Training Implementation Manual for NFRA Staff”が作成された。マーケ

ティング、収穫後処理技術、ビジネスマネジメント、普及、研修計画・実施・評価に関して、

ADPスタッフ研修のカリキュラム、テキスト、授業で使うプレゼンテーション用資料、理解

度把握に使うテスト問題等を作成した（作成した資料、教材等のリストは付属資料2．合同モ

ニタリングレポート（英文）Annex9参照）。 

 

（2）ラフィアにおけるインキュベーション・プラントの設置 

APMとJICA側の協議の結果、ラフィアに設置されるインキュベーション・プラントに設置
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される機材の仕様が決められ、JICA事務所を通じた調達を行っている。用地及び建屋に関し

ては、州政府が提供することとなり、用地整備、建屋の建設を進めている。しかし、機材の

現地到着、建屋建設双方が未完了である。 

 

（3）NADPスタッフに対する研修 

研修計画に基づき、ナサラワ州ADPスタッフに対して以下の研修を行った。 

 

表３－２ NADPスタッフ向け研修参加者数 

コース名 日数 参加者数 

マーケティング、ビジネスマネジメント 3 28（全体） 

収穫後処理技術   

・ 精白米の品質と試験 2 11 

・ マーケティング 1 14 

・ 収穫、脱穀、風選 1 12 

・ パーボイル加工 1 15 

・ 精米 1 15 

研修実施 1 29 
出典：専門家の取りまとめによる 

 

研修後のテスト結果、講師・指導員となる意志、研修態度、上司の評価、研修実技の評価

を総合して、インストラクターと補助員、全部で13名が選出された（多くがマーケティング・

ビジネスマネジメント、収穫後処理技術との兼任となった）。4 

また、専門家によると、今後、研修用教材を受益者向け研修の内容に合わせて改訂を行う

予定である。 

指標の達成状況については、研修管理、収穫後処理技術、マーケティング、ビジネスマネ

ジメント、指導技術の5分野それぞれで、研修において重要となるスキルを3～5項目設定し、

それぞれについて、研修前後の達成度を評価している5。評価は観察による定性的な評価であ

り、インストラクター・補助員個人の評価ではなく、研修を実施するチームとしての評価と

なっている。これは、実際に受講者向け研修を企画・実施する際には、講義前の準備から、

講義中の資機材の管理や研修参加者の取りまとめなどの作業を、1人ではなく、グループとし

て実施する。そのため、本成果の目標とするところが、「ADPが研修を企画・実施する機能を

有する」と言うことであれば、能力向上については、一人一人の研修員の能力に加え、研修

チームとしての機能の向上の要素が考慮される必要があるとの考え方による6。 

これによれば、ナサラワ州における研修前後ではすべての項目で評価が上がっている（下

表参照）。 

                                                        
4 選定過程については、専門家へのヒアリング、選定に関する資料、プロジェクト活動報告（2012年10月）を参照した。 
5 研修分野はビジネスマネジメントとマーケティングはカリキュラムが別々であることから5分野であるが、実際の研修は2つを1回で

実施し、講師も兼務となっている。 
6 専門家による｢成果3の指標の変更（2案）用評価シート｣（2013年1月）の一部を変更し、実施した評価結果。 
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表３－３ NADPインストラクター・補助員の研修能力評価 

（単位：ポイント、2012年10月と2013年2月の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：専門家作成資料に基づき、調査団加工 

注：各スコアは5を最高とした5段階評価で、5段階評価の指標については記述を割愛した。 

 

また、成果4の活動として実施した受益者研修においても、受講者よりおおむね良好な評価

を受けている。このため、ナサラワ州における成果の達成度は比較的高いと判断できる。下

表は4分野における受益者研修後の受講者による研修評価について、各回5を最高得点とする5

段階評価の得点の平均点を、各回の受講者数の違いに合わせて加重平均した結果である。こ

れによると、おおむね4.5以上である。 

 

表３－４ 受益者研修における受講者の研修評価結果平均点（単位：ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：専門家提供資料に基づき調査団加工 

注：各項目は5段階評価（5. Very good、4. Good、3. Fair、2. Poor、1. Very Poor）。各分野の研修各回の平均得点数

を参加者数により加重平均した。このうち、マーケティング・ビジネスマネジメントに関しては、最初の3

回のデータを利用して算出した。 

Category of the Capacities Sub Category of the Capacities

Date of Assessment 1st Oct 1st Feb

To be able to prepare training 2.5 4.5

To be able to conduct training 3.0 4.5

To be able to evaluate and improve training 3.5 4.5

To be able to maintain facilities and equipment properly 1.0 1.0

To be able to instruct about issues of Post-Harvest technology 3.5 4.5

To be able to instruct about milling technology 3.0 3.5

To be able to instruct about parboiling technology 3.0 3.5

To be able to instruct about post-harvest technology of farmers 3.5 4.5

To be able to instruct quality and weight-based trading 3.0 4.5

To be able to instruct appealing-package 3.0 3.5

To be able to instruct grading standard 2.5 4.0

To be able to instruct calculation on investment recovery 3.0 4.0

To be able to instruct available financial schemes 3.0 4.0

To be able to make pressentaion 3.5 5.0

To be able to produce visual aid maeterials 3.0 4.0

To be able to facilitate discussion 3.0 4.0

1.Capacity of Training
Management

2.Capacity of Post Harvest
Technology

3.Capacity of Marketing and
Business Management

4.Capacity of Teaching Method

Score

Milling Parboiling
Treshing

and
Winnowing

Marketing and
Business

Management

A Training Location
1 Location of training 4.8 4.8 4.9 4.7
2 Venue and facilities of the Training 4.9 4.8 4.8 4.9

B Training Timing and Duration
1 Timing of the training 4.6 4.8 4.5 4.7
2 Duration of the training 4.7 4.6 4.7 4.8
3 Time allocation 4.6 4.8 4.7 4.8

C Quality of the Training Program and Trainers
1 Overall training management 4.9 4.9 4.7 4.7
2 Contents of presentation 4.8 4.8 4.6 4.7
3 Contents of exercises and case studies 4.9 4.9 4.8 4.7
4 Trainers 4.7 4.6 4.7 4.8
5 Training materials 4.9 4.8 4.7 4.8

D Level of Understanding of Training Contens 
1 Lectrure session 4.8 4.8 4.8 4.7
2 Practice session 4.9 4.7 4.6 4.5
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成果4 小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家の収穫後処理、経営能力が強化さ

れる。 

指標 4-1 研修参加者の能力向上評価の結果がXレベルとなる。 

指標 4-2（研修）参加者のX％が導入された技術を採用する。 

指標 4-3（研修）参加者のX％が導入された技術の採用に向けた行動をとる。 

（1）指標4-1に関する活動と達成度 

ナサラワ州では、受益者向け研修を下記のとおり実施した。 

 

表３－５ ナサラワ州における受益者向け研修と参加者数 

コース名 研修日数（日） 参加者数（人） 

マーケティング、ビジネスマネジメント 6 177 

精米技術 6 49 

アサキオ型パーボイル加工 2 19 

脱穀・風選 7 89 
出典：専門家の取りまとめによる 

 

研修では、参加者に対して、実施前後に理解度テストを実施している。各回100点満点での

実績では、いずれの研修でも研修後の平均点が研修前の平均点を上回っている。 

 

表３－６ ナサラワ州における受益者向け研修受講前後の理解度テスト平均点（単位：点） 

 

 

 

 

 
出典：専門家提供資料を調査団加工 

注*1：精米については、前半と後半で出題数が変わってため、分けて算出した。 

注*2：マーケティング・ビジネスマネジメントはプレテストを第1回のみ実施したため、記載の点数は

第1回の点数。紹介する内容がほとんどの受講者にとって新しいものであることから、第1回以降

研修後のみ計測している。 

 

（2）指標4-2、4-3に関する活動準備状況 

イノベーター支援については具体的な活動はまだ開始されていない。本指標では、｢イノベ

ーター｣、「採用」｢採用に向けた行動｣の定義がなされていない。専門家へのインタビューで

は、｢採用｣｢採用に向けた行動｣の定義を、「受益者向け研修で紹介された技術の採用」、｢紹介

された技術パッケージ導入に向けた融資等の申し込み｣との理解で準備を進めているとのこ

とであるが、紹介された技術の範囲や定義を｢技術パッケージ導入｣とするか、明確な定義が

なされていない。 

一方、マーケティング・ビジネスマネジメント研修参加者に対しては、紹介された技術の

採用可能性・意志を問うアンケートを実施している。同質問においても、技術の種類を特定

していないため、具体的に｢イノベーター｣と見なされる技術を想定した回答であるか不明で

ある一方、回答者の12％が｢既に採用済み｣、19％が｢3カ月以内に採用｣、19％が「1年以内に

Name of Training Pre-Test Post-Test

Milling (1st, 2nd and 3rd Training)*1 65.2 73.6

Milling (4th and 5th Training) 73.4 80.2

Parboiling (Assakio Type) 79.4 84.6

Threshing and Winnowing 89.6 92.7

Marketing and Business Management*2 35.6 77.9
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採用」、44％が「いつかわからないが採用したい」と前向きな反応を示している。また、受講

者へのインタビューでは、「すぐに実施可能な技術改良を既に導入した」、「機材を導入するた

めの資金調達の方法に興味がある」等の意見が出された7。このため、今後の活動により、何

らかの効果が発現することは期待できる。 

 

成果5 ターゲット州以外のADP職員に対し、マーケティング、収穫後処理技術、経営に係る研

修が開始される。 

指標 5-1 研修が開講された州がXに達する。 

指標 5-2 研修参加者の合計がXに達する。 

本成果における活動は、まだ実施されていない。そのため、達成度合いについても測定してい

ない。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成予測 

 

プロジェクト目標：プロジェクト対象地区において、流通する国産米の品質が向上し、収穫後

損失率が低下する。 

指標1 ターゲットグループの中、少なくともX精米業者がプロジェクトで示された品質基

準のXレベル以上のコメを生産する。 

指標2 ターゲットグループ中、Xの精米業者が精米歩留まり65％以上となる。 

 

成果指標同様、指標中の数値目標が決まっていない。また、｢ターゲットグループ｣の定義が、

プロジェクト実施のうえで、｢ターゲットとなる層全体｣という意味合いとプロジェクトで協力関

係にある協力団体という意味が混在して使用されている。本報告書では、仮に、「プロジェクトに

おいて直接支援を行った対象」、つまり、受益者研修受講者として、評価を行う8。プロジェクト目

標達成に向けては、ナサラワ州における活動の中で、成果３、成果４について、一定程度の達成

が期待されると評価できる。 

プロジェクトでは、パーボイル加工された精白米の価格に結びつく品質に関する要素として、

大前提としての石抜き、色の明度、砕米率を特定している。更に、後者2点に関して効果の高いパ

ーボイル加工の方法について、機材、処理方法の改善を提案している。新規技術に対する受益者

の反応も加味して、プロジェクト目標に向けた一定の成果が期待される。 

他方、成果とプロジェクト目標のロジックにおいては、成果5の達成がプロジェクト目標に結び

つかない点が指摘される。 

                                                        
7 流通業者へのインタビューによると、改良パーボイル加工機材と精米プラントの導入を行い、それぞれを業者に貸し出し、技術指

導を行うというモデルを想定しているとのこと。 
8 プロジェクト実施にあたり作成された、“Work Plan（ver.1）”（April, 2012）によると、ターゲットグループは、ラフィアLGA及びビ

ダLGAにおける各4団体、更に研修参加者として、ラフィア及びビダ双方で、農民100名、パーボイル加工業者50名、精米業者50名

としている。この結果を基に、研修内容と効率的な運営の可能な人数を暫定的に算出している。他方、コメのバリューチェーンを

考慮し、コメの品質向上にインセンティブを持っている流通業者を研修対象に含めることが検討され、APM及びNADPとは合意され

ている。受益者研修実施前の2012年10月に作成された研修概要では、流通業者も検討中として加えられ、研修実施にあたり、協力

を得ている受益者団体との協議では、ラフィア精米業者･流通業者協会から加工と流通を兼業する人数を把握してから人数を決める

とした（プロジェクト活動報告（2012年10月）及び専門家へのインタビューにより確認）。 
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３－４ プロジェクト実施プロセス 

（1）マネジメントと意志決定 

プロジェクト活動拠点は、主としてナサラワ州、一部アブジャに置かれている現状におい

て、プロジェクト実施進捗管理と意志決定は効率的になされている。 

プロジェクトの枠組み、実施に関する重要な事項については、JCCにおいて協議し、意志決

定を行ってきた。JCCはプロジェクト開始後2011年10月に第1回、第2回を2012年4月に実施し、

PDM、POの変更や、APM、ADP、JICA3者の役割分担、これを記した覚え書き（Memorandum 

of Understanding：MOU）の作成等につき、協議、合意している。 

このほか、日常の実施管理にかかわる事項は、アドホックに実施される日本人専門家とナ

イジェリア側カウンターパートとのミーティングにより情報共有、協議等を行っている。9 

 

（2）モニタリング・評価 

現状では、ナサラワ州における技術移転の過程が終盤にさしかかっているところであり、

モニタリングが課題として上がる段階ではない。そのため、現状では顕著な問題は見受けら

れないが、今後ナサラワ州においては、徐々に州レベルのカウンターパートが中心となって

進めること、研修を受けた受益者が技術の適用に向けて直面する課題や支援の在り方につい

ての方策を考案するにあたって、継続した研修受講者の継続的なフォローアップの必要性、

ナサラワ州での経験をナイジャ州に適用するにあたっての方法の確立、教訓の抽出などの観

点から、モニタリング機能を強化する必要がある。 

現在、成果3、成果4の活動であるナサラワ州カウンターパート向け研修、及びナサラワ州

における受益者研修では、主に日本人専門家がモニタリングと品質管理を実施している。特

に受講者向け研修では、各回の実施後に実施に携わったカウンターパートと日本人専門家に

よる反省会を実施し、良かった点、改善点について話し合い、次回の研修の準備・実施に結

びつけている。 

このほか、プロジェクトでは2012年の3月、2013年の2月に1年1回プロジェクトの関係者が

一同に会する全体ワークショップを実施し、事業の進捗状況やこれまで得られた経験の共有

等を行った。特に、後者の会合ではPDMにある指標の数値化など具体的な提案に基づいて話

し合うことでプロジェクトの方向性と活動に対する共通理解が促進された。 

モニタリング・評価体制については、成果3におけるナサラワ州カウンターパート向け研修

の成果と成果4における受講者向け研修の実施状況等を評価し、カウンターパート向け研修の

改善に結びつけるという活動について、課題が指摘された。日本人専門家からは、成果4の研

修のスコープに合わせた成果3でのカウンターパート向け研修カリキュラムの見直しについ

て計画を聴取している。他方、一連の活動をナイジャ州において中心的に実施していくべき

APMの関与が十分でないことについて、日本人専門家、APM、NADPのカウンターパートか

ら問題として指摘があった。 

                                                        
9 日本人専門家及びナイジェリア側カウンターパートへのインタビューによる。 
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（3）日本人専門家、APM、NADPカウンターパート間のコミュニケーション 

プロジェクトにおける日本人専門家、APM及びNADPカウンターパート間のコミュニケーシ

ョン、情報共有については、各者から良好であると認識されている。しかし、プロジェクト

の主要な活動拠点がアブジャからナサラワ州に移行したため、APMとその他2者とのコミュニ

ケーションに多少の課題が見られるとの指摘もあった。 

他方、本調査時点では、ナイジャ州での活動が開始されていないことから、NAMDA側との

コミュニケーション・情報共有については十分な検証ができなかった。 

 

（4）カウンターパート機関のオーナーシップ 

NADPのオーナーシップについては、プロジェクトの関係者から非常に高い評価を得ている。

マネジメントレベルのコミットメントだけでなく、実施にかかわる個々の職員のモチベーシ

ョンの高さについても、評価が高かった。また、受益者サイドでは、プロジェクト実施につ

いて協力を得ているラフィア精米業者･流通業者協会のオーナーシップの高さがナサラワ州

における円滑なプロジェクト活動実施に結びついていることも、日本人専門家、NADPカウン

ターパートから言及があった。APMについては、オフィススペースの提供や機材輸入に係る

関税・物品税等の負担など、R/Dに基づく負担を行っている。APMは、プロジェクト開始当初

から組織改編、担当責任者の異動等があったが、プロジェクト実施での枠組みに基づいた協

力を継続して得ている。 

他方、本調査時点では、ナイジャ州での活動が開始されていないことから、NAMDA側のオ

ーナーシップについては十分な検証ができなかった。 

 



 

－15－ 

第４章 評価結果 
 

４－１ 評価5項目による評価結果 

（1）妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由により、妥当性が高いと評価される。 

    

1）ナイジェリア政府の政策との整合性 

ナイジェリア政府は、2009年に国別稲作振興戦略文書（National Rice Development 

Strategy：NRDS）を策定し、コメの生産量を2007年340万tから2018年には1,285万tに増産す

ることを目標に掲げ、収穫後処理・マーケティングを優先課題の1つとして挙げている。 

また、2010年には、国家農業食料安全保障戦略（National Agricultural and Food Security 

Strategy：NAFSS）を定め、コメを13の戦略的作物の1つとして挙げると共に、①食料安全保

障、②輸入代替を通じた国家及び社会的富の蓄積促進、③産業振興、雇用創出に向けた付

加価値の強化、④農業資源の効率的な利用、⑤適正、効率的技術の早期適用に向けた開発

と普及の目標を挙げている。 

併せて、ジョンソン大統領のイニシアティブとして出された｢変革アジェンダ

（Transformation Agenda）｣の一環として、2011年に農業変革アジェンダ（Agricultural 

Transformation Agenda）が示され、コメの自給の必要性と輸入代替の促進、民間セクターに

よる設備投資促進に向けたインセンティブ付与等について言及している。 

本プロジェクトはこのような政府の政策に整合性のある取り組みと言える。 

 

2）わが国のODA政策との整合性 

ナイジェリアに対するわが国のODA政策との整合性については、下記の理由で整合性が

保たれていると判断できる。 

ナイジェリアはわが国が支援するアフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African 

Rice Development：CARD）支援対象国の第1部グループに選ばれている。 

わが国の対ナイジェリア連邦共和国国別援助方針は、プロジェクト開始後の2012年12月

に改定されている。大目標として、ナイジェリア政府の標榜する開発戦略「Vision 2020」を

踏まえて、持続的成長を支える産業インフラの改善、成長を社会開発に繋げるための協力

を通じて、ナイジェリアの持続的な経済・社会発展を支援するとしている。農業開発は重

点分野には挙げられていないものの、留意事項として、治安面へ配慮しつつ、農業開発等

地方部の抱える開発課題の解決についてもバランスよく取り組む必要性を指摘している。

ナイジェリア事業展開計画では、｢バランスある持続的経済成長のための基盤整備｣を援助

重点分野に挙げ、農業・農村開発を開発課題の1分野としている。 

 

3）戦略の有効性 

本プロジェクトの戦略は、次の点から有効であると判断できる。本プロジェクトでは、

バリューチェーン全体を俯瞰し、コメの品質に基づく付加価値向上に着目して支援を行っ

ている。特に、市場の価格決定要因が精白米の色の明度と砕米率である点に着目し、パー

ボイル加工がこの点で大きな影響力を持つことを調査及び実験で確認したのち、パーボイ
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ル加工に重点を置いた支援を展開している。 

また、プロジェクトでは、精米業者、パーボイル加工業者、流通業者など、①コメの市

場価格に敏感で、価格向上のインセンティブを持つ、②付加価値向上に特に寄与する、③

品質向上に向けた設備投資等への投資能力がある－などの条件に見合う受益者に対して働

きかけを行っている。実際に、提案する技術内容については、ナサラワ州において、技術

開発のプロセスから州レベルのカウンターパートや受益者であるラフィア精米協会を巻き

込み、双方のオーナーシップを確保している。このことにより、移転技術が受益者ニーズ

に合致し、更に、地域で波及していくメカニズムを形成することも予想できる。 

 

（2）有効性 

有効性については、下記の理由により中程度と予測される。 

    

1）プロジェクト目標達成の見込み 

プロジェクト目標については、前述のとおり、達成度を測る指標の数値が決まっていな

いため、達成見込みについて予測することは困難である。他方、上述のとおり、プロジェ

クトでは、コメの市場価格に影響が大きい色の明度、砕米率に着目し、この点での品質向

上に効果のあるパーボイル加工について、重点を置いた活動を行っていること、プロジェ

クトで開発された技術に対して、ナサラワ州における研修受講者が高い関心を示している

こと、受講者の中には、可能なところから提案技術を適用し始めていること－などから、

今後直接受益者を中心に効果が発現することが期待される。 

 

2）プロジェクト目標と成果の因果関係 

本プロジェクトは、成果1で、コメの流通、市場構造といった現状について調査し、市場

価格の向上に見合う戦略の策定と技術パッケージの特定を行い、成果3で州レベルの収穫後

処理技術の普及を担う州ADPに対して、日本人専門家及びAPMによる技術移転を行い、成

果4で州ADPから受益者向け技術移転と技術導入に係る適切な金融サービスへのアクセス

などの支援を行うこととしている。また、成果2ではコメの等級基準について提案するが、

市場の価格決定要因を取り入れていること、導入初期段階において、計測機器などのない

市場環境での利用を想定していることなど、品質を計測するだけでなく、向上への指針と

なるツールの開発もプロジェクトに内包した。 

他方で、プロジェクトのターゲット地域であるナサラワ州ラフィア、ナイジャ州ビダを

超えた、他州への展開をめざす成果5については、プロジェクト目標との整合性がないこと

が指摘される。 

 

（3）効率性 

本プロジェクトの効率性は、以下の理由により中程度であると評価される。 

    

1）成果の達成見込み 

既に述べたとおり、成果の達成度を測る指標の数値目標が未定のため、現時点での達成

度予測は困難である。しかし、現時点における成果1、成果2、成果3によって産出された結
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果は、プロジェクト期間、POの計画と実績の比較により、良好な状況であると評価できる。

NADPへの技術移転の達成度は、インキュベーション・プラントの設置が遅れているにもか

かわらず、高いと言える。 

ナサラワ州における成果４の達成については、イノベーター支援活動の結果に大きく影

響されるが、本調査時点においては当該活動が未実施であるため、予測が困難であった。

前述のとおり受益者より良好な反応が示されていることから、一定程度の成果が期待され

るものの、外部条件として金融機関の融資に関する条件を左右する経済状況の変化につい

て留意する必要が指摘される。 

 

2）投入の適切性 

＜日本人専門家＞ 

治安面での懸念から、2012年1月の渡航延期や安全対策等による活動制限により、活動の

遅延等の影響があったことも指摘されるが、本調査時点までの実績に関しては、カウンタ

ーパートの意見やプロジェクト活動の達成状況から判断し、日本人専門家の投入の質、量、

タイミングは、適切であると評価できる。 

他方、詳細計画策定調査においても指摘されているとおり、今後ナイジャ州への展開を

想定する場合、ラフィア、ビダの2拠点に対する日本人専門家グループの体制について検討

する必要があると考えられる。当初ナイジャ州における活動は、APMが中心的に進める計

画であった。これに対するAPMの準備状況について懸念があること、ナサラワ州において、

精米機械の改良等に関する継続作業、イノベーター支援等、引き続き活動が計画されてい

る分野があること－から、今後の活動スケジュール計画と要員計画について留意する必要

がある。 

 

＜機材＞ 

プロジェクトで投入された機材は、ADP訓練用、受益者訓練用の機材はそれぞれの用途

に利用されている。機材調達にあたっては、受益者による同種の機材購入の可能性を考慮

して、ナイジェリア国内での入手可能な機材、スペアパーツの入手可能性等についても、

検討して選択を行った。しかし、ナイジェリア国内では適切な機材が十分に手配できない

ため、一部海外から調達を行った。この際、通関手続等で時間が係るなどの問題が指摘さ

れている。また、インキュベーション・プラントについては、ナイジェリア政府との協議

により、R/D時点での想定を上回る規模の機材を導入することとなり、調達、用地整備等に

時間がかかったことから、当初計画の時期に設置できていない。 

 

＜ナイジェリア側カウンターパート＞ 

ナサラワ州での活動成果はNADPによる十分なカウンターパート職員配置と個々の職員

のオーナーシップによると評価できる。APMについては、ADP研修に係るカウンターパー

ト職員を十分配置しているが、その後受益者研修に関するフォローアップが十分でなかっ

た。この点を日本人専門家とAPMで協議し、2013年1月よりAPMから、研修実施にかかる専

門職員をナサラワ州に派遣することとなった。 
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＜その他ナイジェリア側からの投入＞ 

ナイジェリア側からの投入は、これまでのところ継続してなされている。一方、APMカ

ウンターパート職員のプロジェクト全体のモニタリングや成果４の活動への参加が十分で

ないことが指摘されている。これは、一部には活動費用がAPM側から十分に支給されてい

ないことが影響していると懸念されている10。 

その他、ナサラワ州における専門家執務環境が、高温のため過酷な環境となっている。

ナサラワ州では、インキュベーション・プラント予定地の整地と建屋建設がナサラワ州の

負担によって進められているが、まだ完成していない。 

 

（4）インパクト 

1）上位目標の達成可能性 

上位目標に関する指標の数値についても、本調査時点では決定していなかったため、達

成見込みを推定することは困難である。しかし、ナサラワ州においては、ラフィア精米協

会の協力を得ているため、受益者の一部で技術適用が起こり、品質・生産性向上等の結果

が得られれば、NADPがプロジェクトで開始した活動を継続することで、地域における技術

移転が促進される可能性があると想定できる。ラフィア地方政府（Local Government Area：

LGA）外、ナイジャ州等において同様のステークホルダーの関与が確保されれば、上位目

標を達成可能性が高まる。 

 

2）コメの品質向上に関する政策・制度整備に向けた波及効果 

本プロジェクトでは、｢品質｣の概念の紹介、品質向上を促す効果的な方法の提案がなさ

れているが、こうした取り組みがコメの品質向上や国産米の競争力向上に向けた政策・制

度整備を促進することも期待される。ナサラワ州において受益者研修を受けた精米業者な

どから、等級基準や重量取引についての興味が示されているが、このような分野の取り組

みが政府によるコメの品質向上に向けた制度構築を促す可能性がある。 

 

3）コメの生産・流通に関する技術向上 

本プロジェクトでは、農家における収穫及び収穫後処理工程についての関与は限定的で

あるが、コメの品質向上は生産段階からの対応が必要であることがプロジェクト関係者間

で認識されている。本プロジェクトにおいて、品質に関する意識向上を経た精米業者、流

通業者によって、品質向上の要求が農家レベルに伝達される可能性もあり得る11。また、ウ

ガンダにおける専門技術員、普及員研修の修了者との活動に連携を持たせることで農家段

階における生産面での品質向上への取り組みも期待される。NAFSS、NRDS等ナイジェリア

の農業政策では、農業の機械化、質の良い農業資材の投入等の政策も出されていて、この

ような政策やインセンティブとうまく連動すれば、生産面での品質向上対応を後押しする

ことも考えられる。 

                                                        
10 専門家及び APMカウンターパート職員へのインタビューによる。 
11 例えば、受益者インタビューにおいては、流通業者から農家との取引において重量取引を導入したいとの意見が出された。現在は、

袋の嵩による取引のため、コメの中に多くの不純物が混在し、農家サイドでの品質向上へのインセンティブが働いていない。重量

取引は、農家サイドに対して不純物を取り除き、一定の品質を持ったコメを取引する圧力となる。 
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他方、負のインパクトについては、本調査の段階では観察されていない。 

 

（5）持続性 

1）政策、法制度面 

NAFSS、NRDSはそれぞれ2020年、2018年までを政策の対象年としているため、ナイジェ

リア政府の政策面での本プロジェクト活動分野への支援は継続すると考えられる。 

 

2）カウンターパート機関の組織能力面 

APM及びNADPのプロジェクト活動の実施管理能力については、本プロジェクトの実施を

通じて、強化されていくことが予想される一方、双方の機関では比較的年齢の高いカウン

ターパート職員も多く、持続性の観点から、新しい世代への技術移転と継承について、働

きかける必要がある。 

 

3）財務面 

プロジェクト活動の継続に向けて、今後中央及び州双方での政府予算にプロジェクト活

動費を主流化することが必要である点について、APM及びNADPより指摘があった。また、

受益者のコストシェアについても検討すべきであるとの意見がNADPより出された。一方で、

受益者に対するインタビューでは、受益者側でも研修費用については自己負担する用意が

ある旨発言があり、成果４における活動が終了し、受益者が利益を実感できる活動となれ

ば、財務面での工夫により持続性を向上させる可能性があることが指摘される。12 

 

4）移転された技術の適用性と活用 

本プロジェクトでは、既に設置が完了している資機材については、カウンターパート職

員が数回に及ぶ実証実験を通じて、利用方法や基本的な維持管理方法の技術を習得してい

る。他方、比較的規模が大きく、新しい技術について、インキュベーション・プラントの

設置が遅れていることから、技術移転が進んでいない。従って、将来の維持管理能力につ

いて評価することは不可能である。 

機材や一部のスペアパーツについて、ナイジェリア国内の業者に分解して同様のものが

作れるかどうか試作を依頼している。この取り組みが成功すれば、国内での資機材、スペ

アパーツの入手が可能となる。 

また、高い技術と適切な作業方法等のデモンストレーションを行いつつ、機材・設備が

有効に活用されるためには、プロジェクト終了後、将来のインキュベーション・プラント

利用についての戦略を立てる必要があることが必要であることが、NADPから指摘された。 

 

４－２ 結論 

プロジェクトでは、現時点では、十分な進捗が確認され、プロジェクト目標達成に向けて十分

に成果を上げているといえる。また、遅れているインキュベーション・プラントの設置が完了し、

インキュベーション・プラントを利用した研修が開始されれば、更に収穫後処理技術に関する技

                                                        
12 ラフィア精米協会、アサキオ精米協会幹部、受益者に対するインタビューによる。 
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術移転が進捗することが期待される。 

プロジェクトは、妥当性が高く、また、プロジェクトにおいて導入された、品質向上の概念や、

バリューチェーン上のキーとなるアクターとの協力、そのための具体的な技術移転など重要な点

について働き掛ける内容となっている。ナサラワ州での実施過程では、受益者も巻き込み、成果

達成に向けた活動の進捗が見られる。効率性については、インキュベーション・プラントの設置

の遅れという要素がある一方、その他の活動は比較的順調に進捗し、現時点では中程度の評価と

いえる。 

効率性、更には有効性、インパクト、持続性の点は、今後の活動の進捗による。ナイジャ州で

の活動はナサラワ州における経験を参考に、APM主導で進められることになっている。現在のJICA

の協力関係の中で実施されている、バリューチェーン上のステークホルダー向け研修、改良され

た技術の適用と活用、収穫後処理に関する改善等に対する支援が終了した後も、ナイジェリア政

府主導で実施されることが期待されるが、継続の可能性が強く見られる部分と、本調査において

は確認が不可能であった部分があり、評価については、今後開始されるナイジャ州での活動の進

捗を待つ必要がある。 

ナイジャ州への展開とプロジェクトフェーズアウト後を視野に入れて検討する際に、課題とし

て挙げられているのが、APMの本プロジェクトで扱う分野での役割である。ナイジャ州での展開

がAPM主導となる場合、重要となる点が、①成果3の活動として実施されたADP向け研修と成果４

の活動として実施された受益者向け研修の事業実施・管理に関する知識と経験、②成果3における

ADP研修の結果、成果４の受益者向け研修の効果がどのように発現したかを検証することで、ADP

に対する追加の支援や、更に他州での展開における研修内容、活動内容の改善に結びつけるモニ

タリング活動―の2点と考えられる。 

今後、地域性、NADPとNAMDAの組織体制の違い等に考慮しつつ、APMと日本人専門家の役割

分担、APMへのサポートの在り方等についても検討し、ナイジャ州でのプロジェクト活動を展開

する必要があると考えられる。 
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第５章 提言 
 

以上の調査結果に基づき、調査団は下記について対応･改善を提言したい。 

 

５－１ PDMの整理 

PDM（ver.1）は、プロジェクト開始後、各種調査とカウンターパートとの協議により作成し、

第2回JCCにおいて承認されている。しかし、一部既に述べたとおり、各レベルでの達成を計測す

る指標の具体的数値がいまだ設定されていない。他方、理論的な整合性、現状のとの齟齬が指摘

される。指標については、数値のいかんにかかわらず、情報収集の作業量や妥当性の点から考慮

して、適切な指標を再考する必要も指摘される。 

既に専門家によって、指標案や数値案についても提案がなされ、2013年2月のワークショップで

はカウンターパートとの意見交換もなされている。この案を基に、より現状に見合ったPDMの策

定とそれに伴う必要な手続きを進めることを提言したい。 

 

５－２ モニタリング計画と実施 

本調査時点までのプロジェクト活動は、移転すべき技術パッケージの特定、ADP向け、受益者

向けの順番で研修実施体制を整備し、研修を実施する計画と実施の部分が中心であった。今後は

この結果得られた成果を踏まえて、ナイジャ州への展開に利用すること、ナサラワ州において継

続されるイノベーター支援の結果を踏まえて、成果3、成果4で策定した研修や活動の内容等の改

善のサイクルを充実させていく必要がある。 

こうしたプロジェクトモニタリングの実施では、APM及びNADP、NAMDAとの協議を基に、モ

ニタリング計画を策定し、適宜実施することが必要である。モニタリングにあたっては、ナイジ

ャ州、国内他地域への展開を視野に入れて、APMが主体的にかかわることが求められる。他方で、

進行中の活動の効率を損なわないように、成果ごとにモニタリングで確認すべき点と担当分野を

明確にし、実施することを提言する。 

 

５－３ APMの関与の強化と専門家の役割分担の確認 

プロジェクト後半部分では、ナサラワ州における成果4を産出するために依然残るイノベーター

支援が残っている。また、その他の成果についても、成果1については精米技術、成果2について

は、現在のものと実際の市場取引における適用性の確認等、引き続き活動が計画されている。平

行してナイジャ州での活動が開始される予定であるが、この作業においては当初よりAPM主導で

の実施が想定されているが、これまでの受益者研修におけるAPMの関与は、スポット的な講義参

観等が中心であったため、研修実施管理のノウハウが十分に技術移転されていない可能性も指摘

された。この点に関して、既にAPMからナサラワ州のプロジェクトサイトに職員を1人常駐派遣し

ているが、NAMDA職員への研修、受益者研修に向けた受益者団体等との協議等事前準備、研修実

施管理、イノベーター支援に至る全工程に対するAPMの関与について、先方と十分に理解を共有

することを提言する。それを踏まえたナイジャ州での活動における専門家の役割の在り方も検討

し、プロジェクト全体の活動の進め方を検討することを提言する。 
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５－４ イノベーター支援の拡充 

ナサラワ州の活動における研修活動は順調に推移しているが、成果4、プロジェクト目標の達成

に向けて、研修を行った受益者の機材購入等技術適用に向けたイノベーター支援が今後重要な活

動となってくる。本分野でのNADPの類似経験は確認できなかったが、①研修活動とは異なる知識･

技術が要求されること、②受益者には十分な簿記等の習慣が一般的にない-など、金融機関への融

資申し込みに係りプロジェクトによる技術支援の必要な期間が十分に予測出来ない点がある。

NAMDAについては、局内に資金援助について対応する部署が設置されているため、支援の内容も

多少変わると考えられるが、この点について、十分な専門家を配置する可能性も視野に入れて、

プロジェクト活動計画、APM及びNADP、NAMDA支援内容を検討することを提言する。 

 



付 属 資 料 

 

１．Minutes of Meeting 

 

２．合同モニタリングレポート（英文） 

 

３．面談録 
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